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１．はじめに                          

公営企業は、料金収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としながら、住民生活に身近

な社会資本を整備し、必要なサービスを提供する役割を果たしており、将来にわたりその本来の

目的である公共の福祉を増進していくことが必要です。 

サービスの提供に必要な施設等の老朽化に伴う更新投資の増大、人口減少に伴う料金収入の減

少等により、公営企業をめぐる経営環境は厳しさを増しつつあります。このため、公営企業の経

営環境の変化に適切に対応し、そのあり方について絶えず検討を行うことが求められます。 

こうした中で、引き続き公営企業として事業を行う場合には、自らの経営等について的確な現

状把握を行った上で、中長期的な視野に基づく計画的な経営に取り組み、徹底した効率化、経営

健全化を行うことが必要です。そのため総務省より、中長期的な経営の基本計画である「経営戦

略」を策定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むように要請がありました。

また同じ目的で、人口 3 万人以上の自治体の下水道事業については、民間企業の会計基準と同様

の地方公営企業会計の適用に取り組むよう要請がありました。 

 

【経営戦略とは】 

10 年以上の合理的な期間を設定し、「投資計画」と「財政計画」を均衡させる計画です。収支

均衡が図れない場合でも「収支ギャップ」の解消に向けた具体的な取り組みを記載するものです。 

 

【経営戦略イメージ】 
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本経営戦略は瑞穂市の下水道事業（特定環境保全公共下水道事業（西処理区）、農業集落排水

事業（呂久処理区））についてとりまとめたものです。計画期間は総務省より「中長期的な視点か

ら経営基盤の強化等に取り組むことができるように、計画期間は 10 年以上を基本とする」と示さ

れていることから今後 10年間とし、平成 29 年度から平成 38年度までとします。なお地方公営企

業会計の適用については、現在非適用の状況です。平成 31年 4 月導入予定（全部適用）としてい

ます。 

 

 

特定環境保全公共下水道事業（西処理区）

農業集落排水事業（呂久処理区）

凡　　　例

 

 

図 1 事業区域図 

■アクアパークすなみ 

■呂久クリーンセンター 

○巣南庁舎 

○瑞穂市庁舎 
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２．下水道事業の概要                      

2.1 特定環境保全公共下水道事業（西処理区） 

（１）供用開始、整備状況、人口等 

西処理区は平成 9 年度に事業着手し、平成 16 年度に供用開始しています。平成 28 年度

現在で供用開始 12 年が経過している状況です。処理区域内人口は平成 27 年度末において

4,238 人（処理区域内人口密度 3,561 人/km2）で、そのうち 2,854 人の方々が下水道に接続

し、利用している状況です（水洗化率 67.3％）。管渠の整備状況は、現状の定住家屋につ

いては本管整備が完了している状況（図 2.1.1 参照）で、新規に立地した家屋について取

付管の整備を行っている状況です。また処理場については全系列建設済みであり、3,100

ｍ3/日最大の能力を保有しています。 

 

■事業概要 

事業着手年度 平成 9 年度(平成 16 年供用開始)

計画処理面積 約 135ha 

計画処理人口 約 3,960 人 

計 画 汚 水 量 約 1,940ｍ3/日(日最大) 

処理施設名称 アクアパークすなみ 

施設の所在地 瑞穂市大月地内 

敷 地 面 積 約 10,200ｍ2 

水 処 理 方 式 オキシデーションディッチ法 

汚泥処理方式 機械脱水処理→場外搬出 

脱 臭 処 理 活性炭吸着処理 

 

 

 
図 2.1.1 管渠の年度別及び累計整備延長 
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なお処理区内人口ですが、第２次総合計画における西小学校区の人口推計値より算出し

ますと平成 38年度には 3,928 人まで減少するという推計になります（図 2.1.2 参照）。 

 

 

図 2.1.2 処理区域内人口 

 

（２）下水道使用料 

   １）使用料体系の概要・考え方 

下水道使用料は、基本使用料と超過使用料の逓増累進制の使用料体系となっています。

なお一般家庭用、業務用とは分別していません（表 2.1.1 参照）。その他井戸水を使用して

いる場合は、別途表 2.1.2 の通り定めています。 

 

表 2.1.1 下水道使用料（消費税込） 

基本使用料（1 カ月） 超過使用料（基本水量 10ｍ3 を超えた 1ｍ3 につき） 

10ｍ3 以下 0～20ｍ3 21～50ｍ3 51～90ｍ3 91ｍ3～ 

1,728 円 162 円 172.8 円 183.6 円 194.4 円 

    

表 2.1.2 メーター使用料（井戸水使用の場合、消費税込）    

口 径 使用料（１カ月） 口 径 使用料（１カ月） 

13mm 54 円 50mm 540 円 

20・25mm 129.6 円 65～100mm 1,404 円 

30mm 216 円 125～50mm 2,160 円 

40mm 270 円 － － 
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２）条例上の使用料 

経営戦略策定ガイドラインでいう条例上の使用料とは、一般家庭における 20ｍ3 あたり

の使用料をいいます。過去３カ年分の条例上の使用料（消費税込）は表 2.1.3 の通りです。

平成 25 年度は消費税率 5％、平成 26 年度、平成 27 年度は消費税率 8％となっています。 

 

表 2.1.3 条例上の使用料（20ｍ3あたり、消費税込） 

年 度 使用料 

平成 25 年度 3,255 円 

平成 26 年度 3,348 円 

平成 27 年度 3,348 円 

 

 ３）実質的な使用料 

実質的な使用料とは、使用料収入の合計を有収水量の合計で除した値に 20ｍ3 を乗じた

ものをいいます。過去３カ年分の実質的な使用料（消費税込）は表 2.1.4 の通りです。平

成 25年度は消費税率 5％、平成 26年度、平成 27年度は消費税率 8％となっています。 

 

表 2.1.4 実質的な使用料（20ｍ3あたり、消費税込） 

年 度 
使用料 

（①/②×20ｍ3） 
①使用料収入の合計 ②有収水量 

平成 25 年度 3,430 円 52,981,000 円 308,921ｍ3

平成 26 年度 3,516 円 53,604,000 円 304,955ｍ3

平成 27 年度 3,539 円 54,347,000 円 307,102ｍ3

 

（３）組織体制 

職員数は平成 28 年度現在 5 名となっています。職員給与費の予算措置については課内の

業務割合から下水道事業特別会計に１名、一般会計に４名を置いている状況です。組織体

制は図 2.1.3 の通りで、5 名で計画、建設、管理、事務業務の全てを賄っています。 

統括課長補佐下水道課長

主　　任

補助職員

主　　事

 

図 2.1.3 組織体制 
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（４）民間活力の活用等の状況 

１）民間活用の状況 

アクアパークすなみの運転管理及びマンホールポンプの点検管理を委託しています。 

汚泥をセメント原料としてリサイクルしています。 

 

２）資産活用の状況 

収入増につながるエネルギー利用（下水熱・下水汚泥・発電等）や土地施設等利用（未

利用土地・施設の活用等）は行っていません。 

 

（５）経営比較分析表を活用した現状分析 

経営の健全性・効率性、施設の老朽化の状況について経営比較分析表を活用し、現状分

析を行いました。グラフの凡例は図 2.1.4 の通りです。なお経営比較分析表における類似

団体とは供用開始後の経過年数が 15 年未満の団体です。指標名横の矢印は、（↑）は増加

が望ましい指標、（↓）は減少が望ましい指標を示します。 

 

瑞穂市

類似団体平均値

平成27年度全国平均【　】  

図 2.1.4 経営比較分析表グラフ凡例
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１）経営の健全性・効率性 

①収益的収支比率（↑） 

収益的収支比率は、使用料収入や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用に地方債

償還金を加えた費用をどの程度賄えているかを表す指標です。当該指標は、単年度の収支

が黒字であることを示す 100％以上となっていることが必要となります。 

 

単年度収支が 100％未満となっていますが、年々増加傾向にあり 100％に近づきつつあり

ます。しかし財源のうち、一般会計繰入金の割合も増加していますので今後は下水道使用

料の増収や費用削減を行い収益的収支の改善に努めていく必要があります（表 2.1.5 参照）。 

 

表 2.1.5 総収益の内訳（単位：％） 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 

使用料収入 42.0 39.3 35.5 32.0 33.5

一般会計繰入金 57.9 60.7 64.5 67.9 66.5

そ の 他 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0

総 収 益 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

②企業債残高対事業規模比率（↓） 

使用料収入に対する企業債（地方債）残高の割合であり、企業債（地方債）残高の規模

を表す指標です。 
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類似団体平均値と比較し相当程度低いですが、基準内とはいえ一般会計繰入金を財源と

しているため、今後は下水道使用料の増収や費用削減に努めていく必要があります。なお、

建設事業はほぼ完了していますので、企業債残高は年々減少傾向となっています（表 2.1.6

参照）。 

 

表 2.1.6 地方債残高（単位：千円） 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 

地方債残高 1,877,600 1,797,613 1,716,117 1,633,083 1,548,481

 

③経費回収率（↑） 

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標です。当該指

標は、使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す 100％以上であるこ

とが必要となります。数値が 100％を下回っている場合、汚水処理に係る費用が使用料以

外の収入により賄われていることを意味するため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理

費の削減が必要となってきます。 
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全体的には 100％前後を推移しており、使用料で回収すべき経費を概ね使用料で賄えて

います。更なる経費回収率の向上を図るため、下水道使用料の増収や費用削減が必要とな

ります。 

 

④汚水処理原価（↓） 

有収水量１ｍ3あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両

方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標です。 

 

類似団体平均値と比較し５割～６割程度となっています。要因としては施設の修繕を必

要最低限に抑えていることや、管渠が新しく、また施工管理を徹底したことにより不明水

の浸入が極めて少ない（有収率 100％。表 2.1.7 参照）ことが挙げられます。今後も、現

状維持に努めるとともに水洗化率を向上させ有収水量を増加させる必要があります。 

 

表 2.1.7 有収率 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 

①年間有収水量（ｍ3） 327,476 315,463 308,921 304,955 307,102

②年間汚水処理水量（ｍ3） 327.426 315.463 308.921 304.955 307.102

有収率（％）（①/②） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

⑤施設利用率（↑） 

処理施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、日平均汚水量の割合であり、施

設の利用状況や適正規模を判断する指標です。一般的には高い数値であることが望まれま

す。 
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類似団体平均値と比較して 7 割～8 割程度と低い数値になっています。水洗化率の向上

を図り、施設効率を高める必要があります。また平成 28 年度に実施した全体計画の見直し

結果では、計画人口が 5,800 人から 3,960 人に減少し、処理施設の規模を決定する計画日

最大汚水量も 1,940ｍ3/日となりました。計画日最大汚水量が流入した場合、施設利用率は

62.6％となります。40％弱の余裕があることから、将来的には計画区域の拡大も検討して

いく必要があります。 

 

⑥水洗化率（↑） 

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合を

表した指標です。当該指標は、公共用水域の水質保全や、使用料収入の増加等の観点から

100％となっていることが望まれます。 

 

類似団体平均値に近づいてはいますが下回っている状況です。また近年は伸び率が停滞

気味となっています。水質保全、使用料収入の確保の観点から、接続が促進する新たな施

策が必要であると考えます。 
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２）老朽化の状況 

①管渠改善率 

当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新ペースや状況を把握す

る指標です。 

 

管渠の最も古い施工年度が平成 10 年度であり、平成 27 年度末で 16 年の経過年数です。

標準耐用年数の 50年を経過するのにまだ 35年あり、実質改善不要であるため改善率は 0％

となっています。腐食に弱いヒューム管比率も低い（全管渠割合に対し 8％程度。図 2.1.1.

参照）ため、しばらくは管渠の改善は不要です。 
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３）全体総括 

類似団体平均値と比較し、比較的経営は良好であると考えますが、一般会計繰入金に依

存しています。施設等の老朽化に伴う更新投資の増大、人口減少に伴う使用料収入の減少

等により、下水道の経営環境は厳しさを増していきます。類似団体に比べ水洗化率が低い

ため、水洗化率を向上させ、下水道使用料を増収させる必要があると考えます。 

なお総務省ホームページ内にあります下水道事業比較経営診断表の出力を次頁に示しま

す。この診断表は先の経営比較分析表に示した類似団体の分類がより細分されており、細

分された類似団体平均値との比較が可能なものです。診断表における類似団体の分類は、

処理区域内人口別区分、有収水量密度別区分、供用開始後年数区分の３区分から類型区分

されています（西処理区は Bc3 に区分されます）。 

 

先の経営比較分析表よりも類似団体の施設利用率、水洗化率の平均値は高くなっていま

す。水洗化率の向上という課題がより明確に現れた結果となっています。 
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都道府県名 　処理区域内人口別区分 4,315

団体名 　有収水量密度別区分 2.6

事業名 　供用開始後年数別区分 11

全国平均 全国平均

25年度 26年度 (特環) 25年度 26年度 (特環)

％ 8.2 8.1 － 7.3 － ％ 164.9 189.3 151.7 132.1 10/27

％ 74.8 74.4 45.3 62.2 － ％ 0.0 0.0 0.0 － －

円／月 3,255 3,348 2,668 3,009 － ％ 0.0 0.0 3.8 12.1 1/27

人／ha 36 36 31 24 － ％ 0.0 0.0 1.7 － －

％ 0.0 0.0 50.8 － －

％ 27.2 26.7 52.3 62.6 17/27 ％ 0.0 0.0 85.7 － －

％ 100.0 100.0 94.9 79.8 6/27 千円／人 396 378 515 509 7/27

％ 66.6 67.9 76.3 80.4 22/27

円／ 171.5 175.78 142.54 160.71 6/27

円／ 185.35 186.33 254.33 253.12 6/27

円／ 491.33 490.11 497.34 438.44 15/27

円／ 183.56 184.52 171.18 140.60 14/27

円／ 1.79 1.81 83.15 112.52 12/27

％ 92.5 94.3 56.0 63.5 5/27

％ 34.9 35.9 28.7 36.7 9/27

％ 93.4 95.3 83.3 114.3 9/27

円／人 13,200 13,168 23,733 22,694 4/27

円／人 13,072 13,040 15,974 12,606 10/27

円／人 127 128 7,759 10,089 12/27

人／人 4,338 4,315 1,604 2,804 1/27

％ 5.80 6.30 12.10 9.50 14/27

25年度 26年度 増減額 増減率（％） 25年度 26年度 増減額 増減率（％）

百万円 149 167 18 10.8 百万円 25 7 △ 18 △ 257.1

百万円 53 54 1 1.9 地方債 百万円 0 0 0 0.0

百万円 96 114 18 15.8 繰入金 百万円 6 6 0 0.0

百万円 90 88 △ 2 △ 2.3 百万円 84 86 2 2.3

百万円 34 32 △ 2 △ 6.3 建設改良費 百万円 2 3 1 33.3

減価償却費 百万円 0 0 0 0 元金償還金 百万円 81 83 2 2.4

職員給与費 百万円 3 3 0 0.0 百万円 △ 58 △ 79 △ 21 26.6

百万円 59 79 20 25.3 百万円 0 0 0 0.0

※「類型内順位」については

料金収入

繰入金

支払利息

支　　　　　出

収  支  差  引

支　　　　　出

収  支  差  引
収  支　再　差  引
（法適：純損益）

の場合であれば指標の数値の高い方から、

の場合であれば指標の数値が低い方から数えた順位となる

項　　　　　目

経　　　営　　　状　　　況

収　　　　入 収　　　　入

収　　　益　　　的　　　収　　　支 資　　　本　　　的　　　収　　　支

項　　　　　目

　処理区域内人口1人あたり
　の管理運営費(汚水分）

　処理区域内人口1人あたり
　の維持管理費（汚水分）

　処理区域内人口1人あたり
　の資本費（汚水分）

　汚水処理原価
  （維持管理費）

　汚水処理原価
  （資本費）

　経費回収率
  （維持管理費）

　汚水処理原価(分流式下水道
　等に要する経費控除前）

　経費回収率(分流式下水道
　等に要する経費控除前）

　経費回収率

　汚水処理原価

平 成 26 年 度 下 水 道 事 業 比 較 経 営 診 断 表

類型平均 項　　　目
類型内
順　 位

団　　体
類型平均

類型内
順　 位

処理区域内人口
　　　　　　　（人）

有収水量密度
　　　（千 /ｈa)

供用開始後年数
　　　　　　　(年）

5千人未満

2.5千m3/ｈa以上　5.0
千m3/ｈa未満

　施設利用率

　有収率

経営の効率性

　水洗化率

団　　体

  処理区域内人口密度

項　　　目

施設の効率性

事業の概要

　進捗率

5年以上 15年未満

　職員１人あたりの
  処理区域内人口

　職員給与費対営業収益比率

　固定資産対長期資本比率

財政状態の健全性

　経常収支比率

　事業別資金不足比率

　利子負担率

　総収支比率

　自己資本構成比率

　処理区域内人口１人あたり
　の地方債現在高

　使用料単価

　一般家庭用使用料
  （1ヶ月20 あたり）

　事業別普及率

0.6

0.8

1

1.2

1.4
1

2

34

5

団体 類型平均 全国平均

経営の効率性
(汚水処理原価（分流式下
水道等に要する経費を控
除する前））

【参考】分流式下水道等に
要する経費を控除する前
の経費回収率

個 別 事 業 効 率 性 の 類 型 平 均、全 国 平 均 と の 比 較

※類型平均を１とした場合の類型平均及び全国平均との比較

※「経営の効率性」については、外側ほど効率性が高い（汚水処理原価が低い）。

投資の効率性
（水洗化率）

経営の健全性
（経費回収率）

施設の効率性
（有収率）

実 行

岐阜県

瑞穂市

特定環境保全公共下水道(法非適
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2.2 農業集落排水事業（呂久処理区） 

（１）供用開始、整備状況、人口等 

呂久処理区は平成 6年度に事業着手し、平成 9年度に供用開始しています。平成 28 年度

現在で供用開始 19 年が経過している状況です。処理区域内人口は平成 27 年度末において

420 人（処理区域内人口密度 4,200 人/km2）で、そのうち 414 人の方々が下水道に接続し、

利用している状況です（水洗化率 98.6％）。管渠、処理場ともに建設済み（図 2.2.1 参照）

であり、189ｍ3/日平均の能力を保有しています。 

 

■事業概要 

事業着手年度 平成 6 年度(平成 9 年供用開始) 

計画処理面積 約 9.5ha 

計画処理人口 約 700 人 

計 画 汚 水 量 約 189ｍ3/日(日平均) 

処理施設名称 呂久クリーンセンター 

施設の所在地 瑞穂市呂久地内 

敷 地 面 積 約 886ｍ2 

水 処 理 方 式 JARUS-Ⅲ型 

汚泥処理方式 濃縮→貯留→場外搬出 

脱 臭 処 理 オゾン脱臭処理 

 

 

 
図 2.2.1 管渠の年度別及び累計整備延長 
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なお処理区内人口ですが、近年 5年の推移より推計しますと平成 38 年度には 358 人まで

減少するという推計になります（図 2.2.2 参照）。 

 

 
図 2.2.2 処理区域内人口 

 

（２）下水道使用料 

   １）使用料体系の概要・考え方 

特定環境保全公共下水道と同じです。2.1-(2)-1)を参照ください。 

 

２）条例上の使用料 

特定環境保全公共下水道と同じです。2.1-(2)-2)を参照ください。 

 

 ３）実質的な使用料 

実質的な使用料とは、使用料収入の合計を有収水量の合計で除した値に 20ｍ3 を乗じた

ものをいいます。過去３カ年分の実質的な使用料（消費税込）は表 2.2.1 の通りです。平

成 25年度は消費税率 5％、平成 26年度、平成 27年度は消費税率 8％となっています。 

 

表 2.2.1 実質的な使用料（20ｍ3あたり、消費税込） 

年 度 
使用料 

（①/②×20ｍ3） 
①使用料収入の合計 ②有収水量 

平成 25 年度 3,356 円 7,127,000 円 42,470ｍ3

平成 26 年度 3,428 円 7,095,000 円 41,393ｍ3

平成 27 年度 3,443 円 7,101,000 円 41,251ｍ3
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（３）組織体制 

特定環境保全公共下水道と基本同じです。2.1-(3)を参照ください。なお職員給与費の予

算措置については計上していません。 

 

（４）民間活力の活用等の状況 

１）民間活用の状況 

呂久クリーンセンターの運転管理及びマンホールポンプの点検管理を委託しています。 

 

２）資産活用の状況 

収入増につながるエネルギー利用（下水熱・下水汚泥・発電等）や土地施設等利用（未

利用土地・施設の活用等）は行っていません。 

 

（５）経営比較分析表を活用した現状分析 

経営の健全性・効率性、施設の老朽化の状況について経営比較分析表を活用し、現状分

析を行いました。グラフの凡例は図 2.2.3 の通りです。なお経営比較分析表における類似

団体とは供用開始後の経過年数が 15 年以上 30 年未満の団体です。指標名横の矢印は、（↑）

は増加が望ましい指標、（↓）は減少が望ましい指標を示します。 

 

瑞穂市

類似団体平均値

平成27年度全国平均【　】  

図 2.2.3 経営比較分析表グラフ凡例 
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１）経営の健全性・効率性 

①収益的収支比率（↑） 

収益的収支比率は、使用料収入や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用に地方債

償還金を加えた費用をどの程度賄えているかを表す指標です。当該指標は、単年度の収支

が黒字であることを示す 100％以上となっていることが必要となります。 

 

単年度収支がほぼ 100％未満であり、経営改善が必要です。しかし、高い水洗化率や必

要最低限の維持管理に努めているため、更なる経営改善は困難な状況であると考えます。  

 

②企業債残高対事業規模比率（↓） 

使用料収入に対する企業債（地方債）残高の割合であり、企業債（地方債）残高の規模

を表す指標です。 
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類似団体平均値と比較し相当程度低いですが、一般会計繰入金を財源としているためで

す。しかし水洗化率が約 99％と高く、これ以上の下水道使用料の増収は見込めない状況に

あります。当該事業は、極小規模な事業であり、他処理区との統廃合も物理的に不可能で

あるため、この状況も止むを得ないと考えます。なお、建設事業は完了していますので、

企業債残高は年々減少傾向となっています（表 2.2.2 参照）。 

 

表 2.2.2 地方債残高（単位：千円） 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 

地方債残高 122,706 115,472 108,016 100,330 92,407

 

③経費回収率（↑） 

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標です。当該指

標は、使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す 100％以上であるこ

とが必要となります。数値が 100％を下回っている場合、汚水処理に係る費用が使用料以

外の収入により賄われていることを意味するため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理

費の削減が必要となってきます。 

 

類似団体平均値より高くなっていますが、100％を下回っています。しかし、水洗化率も

高く極小規模な事業で更なる経営改善も困難な状態であり、現状維持に努めてく必要があ

ります。 
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④汚水処理原価（↓） 

有収水量１ｍ3あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両

方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標です。 

 

類似団体平均値と同程度以下です。要因としては施設機器類の延命に努めていることや

地下水位が低く不明水の浸入が極めて少ない（有収率 100％。表 2.2.3 参照）ことが挙げ

られます。今後も、現状維持に努める必要があります。 

 

表 2.2.3 有収率 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 

①年間有収水量（ｍ3） 43,915 42,637 42,470 41,393 41,251

②年間汚水処理水量（ｍ3） 43,915 42,637 42,470 41,393 41,251

有収率（％）（①/②） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 

⑤施設利用率（↑） 

処理施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、日平均汚水量の割合であり、施

設の利用状況や適正規模を判断する指標です。一般的には高い数値であることが望まれま

す。 

- 19 -



 

類似団体平均値と比較して同程度です。ただし当該処理区域の全域が農業振興地域に加

え、市街化調整区域となっているため、新たな転入はほぼなく人口減少が顕著となり、汚

水量は減少していくと考えられ、今後は施設利用率が下がっていくと考えられます。 

 

⑥水洗化率 

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合を

表した指標です。当該指標は、公共用水域の水質保全や、使用料収入の増加等の観点から

100％となっていることが望まれます。 

 

水洗化率は約 99％と高く類似団体平均値よりも高くなっています。 
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２）老朽化の状況 

①管渠改善率 

当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新ペースや状況を把握す

る指標です。 

 

管渠の最も古い施工年度が平成 7 年度であり、平成 27 年度末で 19 年の経過年数です。

標準耐用年数の 50年を経過するのにまだ 30年あり、実質改善不要であるため改善率は 0％

となっています。腐食に弱いヒューム管は無い（図 2.2.1.参照）ため、しばらくは管渠の

改善は不要です。 
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３）全体総括 

類似団体平均値と比較し、平均的な経営状況であると考えますが、一般会計繰入金に依

存しています。当該処理区域の全域が農業振興地域に加え、市街化調整区域となっている

ため、新たな転入はほぼなく人口減少が顕著となり、今後は汚水量や使用料収入が減少し

ていくと考えます。そのため長期的に単独事業での経営は困難であると考えます。将来的

には他事業との経営統合や他事業との管渠の連結を検討していく必要があります。 

なお総務省ホームページ内にあります下水道事業比較経営診断表の出力を次頁に示しま

す。この診断表は先の経営比較分析表に示した類似団体の分類がより細分されており、細

分された類似団体平均値との比較が可能なものです。診断表における類似団体の分類は、

有収水量密度別区分、供用開始後年数区分の２区分から類型区分されています（呂久処理

区は c2 に区分されます）。 

 

 

先の経営比較分析表の結果と同様に、平均的な経営状況であると考えます。 
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都道府県名 　処理区域内人口別区分 429

団体名 　有収水量密度別区分 4.1

事業名 　供用開始後年数別区分 18

全国平均 全国平均

25年度 26年度 (農集) 25年度 26年度 (農集)

％ 0.8 0.8 － 5.7 － ％ 146.0 153.7 123.7 131.1 27/73

％ 62.1 61.3 62.1 61.7 － ％ 0.0 0.0 0.0 － －

円／月 3,255 3,348 3,156 3,167 － ％ 0.0 0.0 20.4 6.8 1/73

人／ha 44 43 32 15 － ％ 0.0 0.0 2.3 － －

％ 0.0 0.0 54.0 － －

％ 54.5 54.0 58.0 53.6 46/73 ％ 0.0 0.0 102.2 － －

％ 100.0 100.0 92.8 91.4 3/73 千円／人 248 234 508 439 16/73

％ 98.6 98.6 89.9 83.8 9/73

円／ 167.81 171.41 148.32 151.94 27/73

円／ 256.53 288.12 314.76 295.09 38/73

円／ 464.94 495.95 531.03 530.04 24/73

円／ 256.53 288.12 212.73 211.24 53/73

円／ 0.00 0.00 102.04 83.85 1/73

％ 65.4 59.5 47.1 51.5 31/73

％ 36.1 34.6 27.9 28.7 18/73

％ 65.4 59.5 69.7 71.9 48/73

円／人 25,046 27,800 28,702 23,567 39/73

円／人 25,046 27,800 19,397 16,870 59/73

円／人 0 0 9,304 6,696 1/73

人／人 0 0 3,255 3,359 40/73

％ 0.00 0.00 13.20 13.20 1/73

25年度 26年度 増減額 増減率（％） 25年度 26年度 増減額 増減率（％）

百万円 21 23 2 8.7 百万円 1 1 0 0.0

百万円 7 7 0 0.0 地方債 百万円 0 0 0 0.0

百万円 14 16 2 12.5 繰入金 百万円 1 1 0 0.0

百万円 14 15 1 6.7 百万円 7 8 1 12.5

百万円 3 3 0 0.0 建設改良費 百万円 0 0 0 0.0

減価償却費 百万円 0 0 0 0 元金償還金 百万円 7 8 1 12.5

職員給与費 百万円 0 0 0 0.0 百万円 △ 7 △ 7 0 0.0

百万円 7 8 1 12.5 百万円 0 1 1 100.0

※「類型内順位」については

料金収入

繰入金

支払利息

支　　　　　出

収  支  差  引

支　　　　　出

収  支  差  引
収  支　再　差  引
（法適：純損益）

の場合であれば指標の数値の高い方から、

の場合であれば指標の数値が低い方から数えた順位となる

項　　　　　目

経　　　営　　　状　　　況

収　　　　入 収　　　　入

収　　　益　　　的　　　収　　　支 資　　　本　　　的　　　収　　　支

項　　　　　目

　処理区域内人口1人あたり
　の管理運営費(汚水分）

　処理区域内人口1人あたり
　の維持管理費（汚水分）

　処理区域内人口1人あたり
　の資本費（汚水分）

　汚水処理原価
  （維持管理費）

　汚水処理原価
  （資本費）

　経費回収率
  （維持管理費）

　汚水処理原価(分流式下水道
　等に要する経費控除前）

　経費回収率(分流式下水道
　等に要する経費控除前）

　経費回収率

　汚水処理原価

平 成 26 年 度 下 水 道 事 業 比 較 経 営 診 断 表

類型平均 項　　　目
類型内
順　 位

団　　体
類型平均

類型内
順　 位

処理区域内人口
　　　　　　　（人）

有収水量密度
　　　（千 /ｈa)

供用開始後年数
　　　　　　　(年）

2.5千m3/ｈa以上　5.0
千m3/ｈa未満

　施設利用率

　有収率

経営の効率性

　水洗化率

団　　体

  処理区域内人口密度

項　　　目

施設の効率性

事業の概要

　進捗率

15年以上25年未満

　職員１人あたりの
  処理区域内人口

　職員給与費対営業収益比率

　固定資産対長期資本比率

財政状態の健全性

　経常収支比率

　事業別資金不足比率

　利子負担率

　総収支比率

　自己資本構成比率

　処理区域内人口１人あたり
　の地方債現在高

　使用料単価

　一般家庭用使用料
  （1ヶ月20 あたり）

　事業別普及率

0.6

0.8

1

1.2

1.4
1

2

34

5

団体 類型平均 全国平均

経営の効率性
(汚水処理原価（分流式下
水道等に要する経費を控
除する前））

【参考】分流式下水道等に
要する経費を控除する前
の経費回収率

個 別 事 業 効 率 性 の 類 型 平 均、全 国 平 均 と の 比 較

※類型平均を１とした場合の類型平均及び全国平均との比較

※「経営の効率性」については、外側ほど効率性が高い（汚水処理原価が低い）。

投資の効率性
（水洗化率）

経営の健全性
（経費回収率）

施設の効率性
（有収率）

実 行

岐阜県

瑞穂市

農業集落排水施設(法非適用)
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３．経営の基本方針                       

市民憲章の一つである「豊かな水と緑あふれる 美しいまちをつくります」を達成するため、

「未来に届けたい瑞穂のまちを潤す豊かな水環境を」をキャッチフレーズに掲げ、下水道事

業を推進しています。今後は施設等の老朽化に伴う更新投資の増大、人口減少に伴う使用料

収入の減少等により、下水道の経営環境は厳しさを増していきますが、健全な下水道サービ

スを今後も提供し、瑞穂のまちを潤す豊かな水環境を、未来にとどけられるよう、以下の３

つの柱を基本方針として、事業の運営を行っていきます。 

 

 

 

 

 営業収益の基となる下水道使用料を確実に徴収し、経営の健全化に向けて取り組んでいき

ます（特定環境保全公共下水道事業のみ）。 

 

 

 

 限られた予算制約の下においても施設全体の管理を最適化するストックマネジメント計画

を策定し、ストックマネジメント支援制度を活用して、計画的な更新を行っていきます（特

定環境保全公共下水道事業のみ）。 

 

 

 

地方公営企業会計を導入（平成 31 年 4 月導入予定。全部適用。）し、民間企業と同様の精

度の高い財務諸表を活用して、運営、資産等の状況を正確に把握し、経営基盤の強化を図っ

ていきます（特定環境保全公共下水道事業・農業集落排水事業とも）。 

 

 

１．水洗化率の向上による経営の健全化 

２．下水道施設の計画的な更新 

３．地方公営企業会計の導入による経営基盤の強化 
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４．効率化・経営健全化の取り組み                

4.1 特定環境保全公共下水道事業（西処理区） 

4.1.1 投資について 

（１）広域化・共同化・最適化に関する事項 

１）計画期間内（H29～H38） 

瑞穂市の下水道は西処理区のみです。また近隣自治体との下水道区域とも距離がありま

す。統廃合等の選択も困難なことから、今後も現状の下水道計画に基づき、事業を継続し

ていきます。 

 

２）将来（H39～） 

水洗化率が 100％になっても、施設利用率が 63％（日最大汚水量での利用率）程度の予

測です。施設の有効利用・処理場建設に投資した費用を回収するため、下水道計画区域の

拡大を検討していく必要もあると考えています。区域の拡大にあたっては、新たに管渠の

整備費用が必要となります。そのため、施設利用率の向上による支出抑制のメリットと支

出増加のデメリットについて、人口減少や下水道への接続意識などを考慮した比較検討を

行っていく予定でいます。 

 

（２）投資の平準化に関する事項 

１）計画期間内（H29～H38）←基本方針２ 

計画期間内にアクアパークすなみの設備類は目標耐用年数の 25 年を迎えます（平成 38

年度）。そのため、限られた予算制約の下においても施設全体の管理を最適化するストック

マネジメント計画を策定します。ストックマネジメント支援制度を活用し、国から交付金

を受け、計画的な更新を行っていきます。 

 

２）将来（H39～） 

ＰＤＣＡサイクルによりストックマネジメント計画をスパイラルアップし、より効率的

な計画に基づき、投資を平準化していきます。 

 

（３）民間活力の活用に関する事項（PPP/PFI など） 

１）計画期間内（H29～H38） 

現時点では今後の検討課題として捉え、収支計画には見込んでいません。 

 

２）将来（H39～） 

PPP/PFI などの民間的経営手法については、事業の公共性と効率性の両立、経営基盤の

強化の観点等から、導入の可能性について検討していく必要があると考えています。 

 

（４）その他の取組 

特になし。 
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4.1.2 財源について 

（１）使用料の見直しに関する事項 

１）計画期間内（H29～H38） 

西処理区の課題としては類似団体と比較しても、水洗化率が低いことが挙げられます。

今年度行いました下水道未接続者の方を対象としたアンケート結果より、接続していない

理由は図 4.1.1 の通りとなっています。 

 

 

図 4.1.1 下水道未接続理由 

 

「合併浄化槽を使用しているので、接続の必要性を感じない」に次いで多い理由として、

「下水道使用料が高い」、「接続工事費が高い」となっています。そのため水洗化率の低い

今の状況下において使用料の見直しを行うことは、接続をより停滞させることになると考

えます。将来にわたって安定した下水道使用料収入を得ていくことを考えますと、現状に

おいては、周辺自治体より高くなっている下水道使用料の見直しを行うより、水洗化率を

向上させる方が良案であると考えます。よって、計画期間内では使用料の見直しは、見込

んでいません。 

 

２）将来（H39～）←基本方針３ 

地方公営企業会計の導入により、運営、資産の状況を正確に把握していきます。その結

果をもとに必要性、実施時期について慎重に検討を行っていきます。見直しの際は、下水

道利用者に対して十分な説明と理解を得て、合意形成のもとに実施していく予定でいます。 

発送数 323 件（うち合併処理浄化槽設置数 49）

有効回答数 66件 
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（２）資産活用による収入増加の取組について 

１）計画期間内（H29～H38）←基本方針１ 

利用可能な下水道施設（資産）の利用率の向上を図るため、水洗化率の向上を目指しま

す。未接続者の方のアンケート結果の一つに「接続工事費が高い」という理由が挙げられ

ていました。接続工事費助成金として、無条件で 10 万円を負担するものです。「下水道接

続促進キャンペーン」として、平成 31 年度から平成 35 年度までの 5 年間限定で実施し、

平成 38 年度末水洗化率 80％を目指します。なお助成金 10 万円は一般家庭であれば、5 年

間下水道を利用していただければ、回収できる費用です。 

なおこの制度の導入については、市上下水道事業審議会に諮問し、そこでの審議を参考

に決定します。 

以下に設定した水洗化率のグラフを示します（図 4.1.2 参照）。 

 

 

図 4.1.2 下水道接続率の推移（キャンペーンあり・なし比較） 

 

過去５年間の接続状況（キャンペーンなしの場合）で推移しますと平成 38年度には水洗

化率 76.9％になります（1年あたり 5件接続のペースです。1件あたり 3人住まいの計算）。

水洗化率 80％にするには、キャンペーンなしの時よりも 40 件、更に接続が必要な計算に

なります。収支計画上は次頁、表 4.1.1 及び図 4.1.3 の通り、キャンペーン初年度は利用

件数が多く、次第に減少し、最終年度に駆け込み需要を見込み、更にキャンペーン終了後

は過去 5 年間の接続状況（1年あたり 5 件接続）から減少するとして、下水道使用料収入・

助成金の投資を見込みました。
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表 4.1.1 設定した新たな下水道接続件数の推移（単位：件） 

年 度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 計 

CP 期間            

接続件数 

（CP なし） 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

接続件数 

（CP あり） 
5 5 23 17 10 7 14 3 3 3 90

※CP：キャンペーンの略 

 

 

図 4.1.3 設定した新たな下水道接続件数の推移 

 

 

図 4.1.4 処理区域内人口・水洗化人口・水洗化率の推移 

 

- 28 -



 

２）将来（H39～） 

水洗化率の向上のため、戸別訪問によるお願い、印刷物による広報等を継続していく予

定です。また「下水道接続促進キャンペーン」の効果を分析し、定期的に実施することに

より接続率の向上が見込まれる場合、キャンペーンを再実施していくことも考えられます。 

また、小規模下水処理場においても収入増が見込まれる、新たなエネルギー利用、土地・

施設等利用が開発されれば、その動向に注視しつつ、利用について検討を行うことを考え

ていきます。 

 

（３）その他の取組 

不測の事態に備え、下水道基金の積立も検討します。 

 

4.1.3 投資以外の経費について 

（１）民間活力の活用に関する事項（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、

PPP/PFI など） 

１）計画期間内（H29～H38） 

現時点では今後の検討課題として捉え、収支計画には見込んでいません。 

 

２）将来（H39～） 

PPP/PFI などの民間的経営手法については、事業の公共性と効率性の両立、経営基盤の

強化の観点等から、導入の可能性について検討していく必要があると考えています。 

 

（２）職員給与費に関する事項 

１）計画期間内（H29～H38） 

現状と同様、必要最低限の１人の職員にて対応していく考えです。給与費については市

の給与制度によります。 

 

２）将来（H39～） 

事業規模や業務の内容を常に把握し、組織形態や職員数と業務量との整合性を図りつつ、

柔軟に対応していくことを考えています。 

 

（３）動力費・薬品費・修繕費に関する事項 

１）計画期間内（H29～H38） 

計画期間内においては、特別な取組みは考えていません。 

 

２）将来（H39～） 

主要な機器類の改築更新時に、機器本体費用の外、動力費、薬品費、修繕費等を含めた

費用比較を行い、最適な機器選定を行っていくことを考えています。 
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（４）委託費に関する事項 

「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法（合特法）」に

基づく合理化協定を遵守する方向で考えています。 

 

（５）その他の取組 

１）計画期間内（H29～H38）←基本方針３ 

地方公営企業会計を導入し、民間企業と同様の精度の高い財務諸表を活用して、運営、

資産等の状況を正確に把握し、経営基盤の強化を図っていきます。 

 

２）将来（H39～） 

水洗化率の向上などの財源確保につながる経費について費用対効果を検証しつつ、取り

組んでいくことを考えています。 

 

4.2 農業集落排水事業（呂久処理区） 

4.2.1 投資について 

（１）広域化・共同化・最適化に関する事項 

１）計画期間内（H29～H38） 

瑞穂市の農業集落排水は呂久処理区のみです。下水道区域である西処理区とは揖斐川を

挟んだ対岸に位置しています。統廃合等の選択も困難なことから、今後も現状にて事業を

継続していきます。 

 

２）将来（H39～） 

単独事業での経営は困難であると考えています。現時点では近隣自治体との下水道供用

区域との距離がありますが、将来的には隣接自治体下水道との接続や揖斐川を横断してい

る鷺田橋の架け替え時に圧送管の添架を依頼し、西処理区に統合するなど、情勢に見合っ

た検討をおこなっていくことを考えていきます。 

 

（２）投資の平準化に関する事項 

１）計画期間内（H29～H38） 

呂久クリーンセンターの機能診断を平成 26 年度に行い、その結果、平成 27 年度に主要

部品の改築更新を行っています。この期間内には管渠整備の老朽化対策も不要であること

から、投資費用を見込んでいません。 

 

２）将来（H39～） 

ストックマネジメント計画を策定し、その計画に基づき、投資を平準化していきます。 
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（３）民間活力の活用に関する事項（PPP/PFI など） 

１）計画期間内（H29～H38） 

現時点では今後の検討課題として捉え、収支計画には見込んでいません。 

 

２）将来（H39～） 

PPP/PFI などの民間的経営手法については、事業の公共性と効率性の両立、経営基盤の

強化の観点等から、導入の可能性について検討していく必要があると考えています。 

 

（４）その他の取組 

特になし。 

 

4.2.2 財源について 

（１）使用料の見直しに関する事項 

１）計画期間内（H29～H38） 

現時点では今後の検討課題として捉え、収支計画には見込んでいません。 

 

２）将来（H39～） 

下水道事業（西処理区）と合わせ、慎重に検討していく予定でいます。 

 

（２）資産活用による収入増加の取組について 

１）計画期間内（H29～H38） 

現時点では今後の検討課題として捉え、収支計画には見込んでいません。 

現状、水洗化率 99％の状況です。 

 

２）将来（H39～） 

極小規模下水処理場においても収入増が見込まれる、新たなエネルギー利用、土地・施

設等利用が開発されれば、その動向に注視しつつ、利用について検討を行うことを考えて

いきます。 

 

（３）その他の取組 

特になし。 
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4.2.3 投資以外の経費について 

（１）民間活力の活用に関する事項（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、

PPP/PFI など） 

１）計画期間内（H29～H38） 

現時点では今後の検討課題として捉え、収支計画には見込んでいません。 

 

２）将来（H39～） 

PPP/PFI などの民間的経営手法については、事業の公共性と効率性の両立、経営基盤の

強化の観点等から、導入の可能性について検討していく必要があると考えています。 

 

（２）職員給与費に関する事項 

現状、職員給与費の予算措置については計上していません。計画期間内、将来にわたっ

ても計上しない考えでいます。 

 

（３）動力費・薬品費・修繕費に関する事項 

１）計画期間内（H29～H38） 

計画期間内においては、特別な取組みは考えていません。 

 

２）将来（H39～） 

主要な機器類の改築更新時に、機器本体費用の外、動力費、薬品費、修繕費等を含めた

費用比較を行い、最適な機器選定を行っていくことを考えています。 

 

（４）委託費に関する事項 

「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法（合特法）」に

基づく合理化協定を遵守する方向で考えています。 

 

（５）その他の取組 

１）計画期間内（H29～H38）←基本方針３ 

地方公営企業会計を導入し、民間企業と同様の精度の高い財務諸表を活用して、運営、

資産等の状況を正確に把握し、経営基盤の強化を図っていきます。また呂久地区農業集落

排水事業管理組合による施設清掃等を行い、使用者の施設への愛着や地域コミュニティの

形成を図っています。 

 

２）将来（H39～） 

特になし。 
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５．投資・財政計画（収支計画）                 

5.1 特定環境保全公共下水道事業（西処理区） 

5.1.1 投資計画 

（１）投資の平準化に関する事項 

管渠、処理場ともに整備済みの状況のため、投資は見込んでいません。改築更新につい

てはストックマネジメント支援制度を活用し、国から交付金を受け、計画的に行っていき

ます。なお今回の計画期間内では、その多くが時間予防保全となり得ます電気設備の更新

費用を計上しています。初期に投じた費用は約 1 億 7 千万円です。今後も今まで通りの適

切な維持管理を行っていけば、電気設備の耐用年数で最も年数の長い 20 年は延命化できる

と考えています。よって収支計画上は、供用開始から 20 年を経過する平成 36 年度から予

算計上をしています。なお改築更新期間を 10 年間とし、予算の平準化を行う計画としてい

ます（平成 36年度から 1千 7 百万円づつ計上）。 

管渠については標準耐用年数の 50 年を経過するのにまだ 35 年あること、腐食に弱いヒ

ューム管比率も低い（全管渠割合に対し 8％程度。図 2.1.1.参照）ことから、計上してい

ません。 

 

（２）その他の事項 

新規取付管整備費用として、直近 3 カ年の整備費用の平均額を計画期間内計上する計画

としています。 

 

5.1.2 財源計画 

（１）資産活用による収入増加の取組について 

「下水道接続促進キャンペーン」による水洗化率向上施策を考慮した計画としています。

本キャンペーンは接続工事費助成金として、無条件で 10 万円を負担するものです。平成

31 年度から平成 35年度までの 5 年間限定で実施し、平成 38 年度末水洗化率 80％として計

画しています。 

 

（２）その他の事項 

受益者分担金として、下水道未接続の方の納付済・未納付の割合を勘案して、接続件数

の 1/2 割合に負担額 15万円を乗じた額を計上しています。「下水道接続促進キャンペーン」

後は、未納付の新規家屋の方が多くなると想定し、接続件数の 2/3 割合に負担額 15万円を

乗じた額を計上しています。 

 

5.1.3 投資以外の財源計画 

（１）職員給与費 

直近 3カ年の実績平均値と同額で推移するものとして計画としています。 
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（２）動力費・薬品費・修繕費 

動力費・薬品費は直近の平成 27年度の実績値に有収水量の変動を比例させた金額を計上

しています。修繕費については直近 3 カ年の実績平均値と同額で推移するものとして計画

としています。 

 

（３）委託費 

平成 29 年度の委託予定額と同額で推移するものとして計画としています。 

 

（４）その他の事項 

「下水道接続促進キャンペーン」の助成金としてキャンペーン期間中の接続件数に助成

金額 10 万円を乗じた額を計上しています。 

 

5.1.4 投資・財政計画（収支計画）の見通し 

投資・財政計画（収支計画）の見通しを次頁以降に添付します。 

なお P36 に示す他会計繰入金について基準外繰入金を見込んでいます。基準外繰入金は

公費負担割合以上に税金を投入するものです。下水道事業は市民生活においてかかすこと

のできない基盤整備であり、財政部局としても繰出しはやむを得ないとしています。しか

し、公営企業の側面もあるため収入の増加、支出の削減等企業努力し、特別会計の健全経

営を行い、基準内の一般会計繰入金についても削減に努めていきます。
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図 5.1.1 収益的収支比率（％） 

 

 

図 5.1.2 経費回収率（％） 
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図 5.1.3 汚水処理原価（円） 

 

 

図 5.1.4 施設利用率（％） 
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5.2 農業集落排水事業（呂久処理区） 

5.2.1 投資計画 

管渠、処理場ともに整備済みの状況のため、投資は見込んでいません。 

また呂久クリーンセンターの機能診断を平成 26 年度に行い、その結果、平成 27 年度に

主要部品の改築更新を行っています。計画期間内には管渠整備の老朽化対策も不要である

ことから、投資費用を見込んでいません。 

 

5.2.2 財源計画 

水洗化率99％であるため、これ以上の下水道使用料の増収は見込めない状況にあります。

近年 5年の処理区域内人口の減少率を見込んだ下水道使用料収入として計画しています。 

 

5.2.3 投資以外の財源計画 

（１）動力費・薬品費・修繕費 

動力費・薬品費は直近の平成 27年度の実績値に有収水量の変動を比例させた金額を計上

しています。修繕費については直近 3 カ年の実績平均値と同額で推移するものとして計画

としています。 

 

（２）委託費 

直近の平成 27年度の実績額と同額で推移するものとして計画としています。 

 

5.2.4 投資・財政計画（収支計画）の見通し 

投資・財政計画（収支計画）の見通しを次頁以降に添付します。 

なお P41 に示す他会計繰入金について基準外繰入金を見込んでいます。基準外繰入金は

公費負担割合以上に税金を投入するものです。下水道事業は市民生活においてかかすこと

のできない基盤整備であり、財政部局としても繰出しはやむを得ないとしています。しか

し、公営企業の側面もあるため収入の増加、支出の削減等企業努力し、特別会計の健全経

営を行い、基準内の一般会計繰入金についても削減に努めていきます。 
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図 5.2.1 収益的収支比率（％） 

 

 

図 5.2.2 経費回収率（％） 
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図 5.2.3 汚水処理原価（円） 

 

 

図 5.2.4 施設利用率（％） 
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６．事後検証・更新等                      

３．経営の基本方針で掲げた以下３つの基本方針の実行スケジュールは表 6.1 の通りです。 

 

 

 

 

 

 

※１，２は特定環境保全公共下水道事業のみの施策、 

３は特定環境環境保全公共下水道事業・農業集落排水事業ともの施策 

 

表 6.1 基本方針実行スケジュールおよび事後検証・更新予定 

年 度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 

基本方針 1           

基本方針 2           

基本方針 3           

事後検証・更新           

 

毎年、「経営比較分析表」を用いた進捗管理（モニタリング）を行っていきます。また事後

検証・更新の時期は、①地方公営企業会計導入後、②ストックマネジメント計画策定後、③

最終年度の３回を計画し、ＰＤＣＡサイクルを活用して行っていきます。なお、①について

は収支計画等の見直しが必要となりますので更新を行っていきます。②については「下水道

接続促進キャンペーン」の前期結果の確認とストックマネジメント計画の結果を反映させ、

収支計画の乖離の有無を確認し、見直しを行っていきます。③は検証結果を反映させた次期

経営戦略として更新を行っていきます。 

 

 

 

１．水洗化率の向上による経営の健全化 

２．下水道施設の計画的な更新 

３．地方公営企業会計の導入による経営基盤の強化 

① ③②

- 44 -



参考資料（経営指標の概要） 

 

1. 経営の健全性・効率性 

 算出式（法非適用企業） 

① 収益的収支比率（％） 
総収益

総費用＋地方債償還金
×100 

  【指標の意味】 

収益的収支比率は、料金収入や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用に地方債償

還金を加えた費用をどの程度賄えているかを表す指標である。 

  【分析の考え方】 

当該指標は、単年度の収支が黒字であることを示す 100％以上となっていることが必要

である。 

数値が 100％未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示しているため、経営改善に

向けた取組が必要である。 

分析にあたっての留意点として、例えば、当該指標が 100％以上の場合であっても、更な

る費用削減や更新投資等に充てる財源が確保されているか等、今後も健全経営を続けてい

くための改善点を洗い出すといった観点から分析する必要があると考えられる。 

また、経常収益（総収益）について、使用料以外の収入に依存している場合は、経費回

収率と併せて分析し、経営改善を図っていく必要がある。 

一方、当該指標が 100％未満の場合であっても、経年で比較した場合に、右肩上がりで

100％に近づいていれば、経営改善に向けた取組が成果を上げている可能性があるといえ、

今後も改善傾向を続けていく観点から分析する必要があると考えられる。 

 

 算出式（法非適用企業） 

② 企業債残高対事業規模比率（％） 
地方債現在高合計―一般会計負担額

営業収益―受託工事収益―雨水処理負担金
×100 

  【指標の意味】 

料金収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標である。 

  【分析の考え方】 

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられる。従って、経年比較や類似団

体との比較等により自団体の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となっている

か、対外的に説明できることが求められる。 

分析にあたっての留意点として、投資規模は適切か、料金水準は適切か、必要な更新を

先送りしているため企業債残高が少額となっているに過ぎないかといった分析を行い、経

営改善を図っていく必要があると考えられる。 
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 算出式（法非適用企業） 

③ 経費回収率（％） 
下水道使用料

汚水処理費（公費負担分を除く）
×100 

  【指標の意味】 

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、使用

料水準等を評価することが可能である。 

  【分析の考え方】 

当該指標は、使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す 100％以上

であることが必要である。数値が 100％を下回っている場合、汚水処理に係る費用が使用料

以外の収入により賄われていることを意味するため、適正な使用料収入の確保及び汚水処

理費の削減が必要である。 

分析にあたっての留意点としては、経常収支比率と同様に、例えば、当該指標が 100％以

上の場合であっても、更なる費用削減や更新投資等に充てる財源が確保されているか等、

今後も健全経営を続けていくための改善点を洗い出すといった観点から分析する必要があ

ると考えられる。 

また、下水道事業の性質上、供用開始後間もない場合は接続率が低く使用料収入が少額

となり、当該指標が 100％未満となる場合が想定されるが、このような場合も、使用料収入

の増加が見込めるかといった将来の見込みも踏まえた分析が必要であると考えられる。 

 

 算出式（法非適用企業） 

④ 汚水処理原価（円） 
汚水処理費（公費負担分を除く）

年間有収水量
 

  【指標の意味】 

有収水量１ｍ3あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両

方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標である。 

  【分析の考え方】 

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられる。従って、経年比較や類似団

体との比較等により自団体の置かれている状況を把握し、効率的な汚水処理が実施されて

いるか分析し、適切な数値となっているか、対外的に説明できることが求められる。 

また、必要に応じて、投資の効率化や維持管理費の削減、接続率の向上による有収水量

を増加させる取組といった経営改善が必要である。 

分析にあたっての留意点として、供用開始後間もない事業は接続率が低く、有収水量が

過小となり、高い数値を示す場合が多い。また、地理的要因等によって、構造上汚水処理

費が高くなることも想定されるが、このような場合には、より最適な処理方法を検討し実

施するといった経営改善が必要である。 
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 算出式（法非適用企業） 

⑤ 施設利用率（％） 
晴天時一日平均処理水量

晴天時現在処理能力
×100 

  【指標の意味】 

施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合であり、施

設の利用状況や適正規模を判断する指標である。 

  【分析の考え方】 

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられるが、一般的には高い数値であ

ることが望まれる。経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれている状況を把

握し、数値が低い場合には、施設が遊休状態ではないか、過大なスペックとなっていない

かといった分析が必要である。 

分析にあたっての留意点として、当該指標は、１日に施設に汚水を処理した平均値を用

いていることから、当該団体の特有の事情により、季節によって処理量に大きな変動があ

り得るため、最大稼働率と併せて分析して適切な施設規模となっているか分析する必要が

あると考えられる。 

 

 算出式（法非適用企業） 

⑥ 水洗化率（％） 
現在水洗便所設置済人口

現在処理区域内人口
×100 

  【指標の意味】 

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合を

表した指標である。 

  【分析の考え方】 

当該指標については、公共用水域の水質保全や、使用料収入の増加等の観点から 100％と

なっていることが望ましい。一般的に数値が 100％未満である場合には、汚水処理が適切に

行われておらず、水質保全の観点から問題が生じる可能性があることや、使用料収入を図

るため、水洗化率向上の取組が必要である。 

分析にあたっての留意点としては、当該指標の向上を図るため、新たに管渠を整備する

ことが、地理的要因等により整備に係る費用が増大するため、費用対効果を検証し、将来

の見込みも踏まえた分析が必要である。 
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2. 老朽化の状況 

 算出式（法非適用企業） 

① 管渠改善率（％） 
改善�更新・改良・維持�管渠延長

下水道布設延長
×100 

  【指標の意味】 

当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新ペースや状況を把握で

きる。 

  【分析の考え方】 

当該指標については、明確な数値基準はないと考えられるが、数値が１％の場合、すべ

ての管路を更新するのに 100 年かかる更新ペースであることが把握できる。経年比較や類

似団体との比較等により自団体の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となって

いるか、対外的に説明できることが求められる。 
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